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１ 目的 

この要項は、八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委

託（以下「本発注案件」という。）を受託する事業者を公募型プロポーザル方

式により選定する手順及び方法について必要な事項を定めるとします。 

 

２ 発注案件概要 

（１）発注案件名 

八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委託 

（２）本発注案件内容 

   別添「八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委託

仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）本発注案件の業務期間 

   契約締結日から令和８年２月２８日まで 

（４）実施形式  

   公募型 

（５）支払条件 

   （３）に定める業務期間の満了後における一括払いとします。 

 

３ 応募資格 

  応募できる者は、「八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設

定業務委託事業者公募参加申請書」（様式第１号。以下「公募参加申請書」

という。）提出の時点において、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

（１）国税、都道府県税及び市区町村税の滞納がないこと。 

（２）八潮市指名競争入札参加資格のうち、物品等業種の「電気製品・通信機

器」に登録を有すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に 

該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立

てがなされていない者であること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされていない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営

に参加していない者であること。 

（７）契約先業者の決定までの間において、「八潮市建設工事等の契約に係る

指名停止等に関する基準」に基づく指名停止及び「八潮市建設工事等に係

る暴力団排除措置要綱」に基づく指名除外措置を受けていないこと。 



（８）その他法令等に違反していないこと。 

（９）仕様書に基づき、信義に従い誠実に本発注案件を履行できる者であるこ

と。 

 

４ 候補者の選定に係る事項 

（１）選定方法 

   八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委託事業者

選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、事業者より提出され

た申請書等による書類審査及びプレゼンテーションを行い、別紙１「八潮

市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委託公募型プロポ

ーザルに係る審査評価表」に基づき総合的に審査し、契約候補者（以下「

候補者」という。）となる事業者を選定します。 

審査日については、別途、各プロポーザル参加者に連絡します。 

   なお、別紙１「八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定

業務委託公募型プロポーザルに係る審査評価表」に記載のとおり、埼玉県

内自治体又は近隣自治体（都内・他県を含む）における実績を有しており、

問題なく業務を完遂している場合は、加点評価対象とします。 

また、「他自治体における同種業務又は類似業務実績」（様式第２号）に記

載できる業務実績の件数は３件までとしますが、記載された実績を評価対象

とするため、より本発注案件の内容に近く、かつ、埼玉県内自治体又は近隣

自治体（都内・他県を含む）での実績であること等を考慮して、業務実績を

選定し、記載してください。 

同種業務又は類似業務とは次のとおりです。 

  ア 同種業務 

令和４年４月１日から本発注案件への公募参加申請書の提出日まで

の間に、地方公共団体と契約を締結し、かつ、正常に履行して完了検査、

検収等が済んでいる業務で、同一自治体内の小中学校５校以上における

各校の中核となるネットワーク機器（ルーター・Ｌ３スイッチ・セキュ

リティ機器等）の調達及び機器等の設定に関する業務。 

イ 類似業務 

令和４年４月１日から本発注案件への公募参加申請書の提出日まで

の間に、地方公共団体と契約を締結し、かつ、正常に履行して完了検査、

検収等が済んでいる業務で、小中学校における中核となるネットワーク

機器（ルーター・Ｌ３スイッチ・セキュリティ機器等）の一部の調達及

び機器等の設定に関する業務。 

 

（２）見積金額に関する候補者への確認及び協議 



   本発注案件の事業者公募に係る提出書類として、「見積書」（様式第５号

）を提出していただきますが、発注者は、この見積書に記載された見積金

額及びその内訳について候補者に確認及び協議を行い、契約の締結に際し

ては、発注者と受注者との間で、見積金額及びその内訳について合意する

ことを必要条件とします。 

合意に至らなかった場合は、審査において当該候補者の次点にある者を新

たに候補者（以下この号において「候補者の繰り上げ」という。）とし、次

点にある者がない場合は、発注者は本募集要項による候補者の選定を取り止

めるものとします。 

なお、この場合において、プロポーザル参加者は、候補者の繰り上げ又は

選定の取り止めに関して、異議申し立て、発注者に対する損害賠償請求等を

することはできないものとします。 

 

（３）選定結果と公表 

   事業者の決定は、令和７年６月中旬ごろを予定しており、選定結果は各

プロポーザル参加者に文書で通知します。 

また、本発注案件のプロポーザルに参加し、選定結果について文書での通

知を受けた提案業者から、本発注案件に係る契約の締結後に情報提供の希望

があった場合は、以下の項目について情報提供を行います。 

なお、情報提供は電子メールにより行います。 

 

【情報提供を行う項目】 

①プロポーザルの参加業者数 

②契約先業者名 

③契約金額 

④契約先業者の評点の合計値 

⑤情報提供希望のあった業者の評点の合計値 

⑥情報提供希望のあった業者の全体順位 

⑦提案項目ごとの契約先業者との評点の優劣（評点は情報提供しません。） 

⑧最も評点の高い業者と契約を締結しなかった事実があった旨（当該事実があ

った場合のみ。） 

 

５ 提出書類等 

（１）提出書類 

   別紙２「八潮市小中学校学習系ネットワーク機器等購入及び設定業務委

託事業者公募に係る提出書類一覧」のとおり。資料についてはＡ４サイズ

で印刷してください。 



（２）提出部数 

   正１部、副７部（副は複写可）の計８部を提出してください。 

   ※提出書類等に記載された個人情報については、事業者選定の目的以外

には使用しません。 

   ※申請者は、書類の提出をもって本募集要項の記載内容を承諾したもの

とみなします。 

 

６ 申込み及び受付 

（１）募集要項 

八潮市ホームページからダウンロードしてください。（紙媒体の配布は行いま

せん。） 

（２）質問の受付 

本発注案件の内容については、仕様書に定めるところにより質問し、その質

問に対し発注者より回答します。 

なお、本募集要項に関すること、各校の一般的な環境に関すること等の本発

注案件に関するその他の質問についても、同じく仕様書に定めるところにより

質問してください。 

ただし、審査内容や評価項目に関する質問については回答しません。 

 

７ 申請書類の受付 

（１）受付期間  令和７年５月１３日（火）から 

         令和７年５月２８日（水）まで 

    （土・日・祝日を除く） 

【持参の場合の受付時間】 

午前８時３０分から正午、午後１時から午後５時１５分まで 

（２）受付場所  八潮市教育委員会教育総務課 

（３）提出方法  申請書類は、教育総務課へ持参又は郵送してください。 

【郵送の場合】 

〒340-8588 

  埼玉県八潮市中央１－２－１ 

  八潮市教育委員会教育総務課 あて 

＊郵送による場合は、令和７年５月２８日（水）午後５時１５

分までに必着としてください。（期限を過ぎて到着した申請

書類の受付はしません。） 

＊受付期間を過ぎたものは受理しません。 

＊受注者の決定の如何を問わず、提出された書類等は返却し

ません。 



＊受注者の決定後、発注者による本発注案件に関する説明等

に際し、受注者より提出された書類等を使用することがあ

ります。 

 

８ 申込みの辞退 

申込み書類を提出後にプロポーザルへの参加を辞退する場合は、「辞退届」

（様式第６号）により申し出てください。 

なお、辞退の理由の如何を問わず、プロポーザルへの参加を辞退することに

より、市発注案件の今後の受注等に際し、不利益な取り扱いを受けることはあ

りません。 

 

９ その他 

（１）本発注案件に関するプロポーザルへの参加に要する費用は、すべて参加者の

負担とする。プロポーザルによる業者選定が中止又は延期等された場合におい

ても、参加者は異議申し立てをすることはできず、また、それまでに要した費

用を当市に対し請求するなど、損害賠償請求等をすることはできない。 

（２）本プロポーザルによる受注予定者の決定後においても、以下の場合には

当該決定を取り消す場合があり、受注予定者は、既に要した費用の弁済等を

求めることはできないので十分注意すること。 

 ア 本募集要項に記載された事項について重大な違背行為があったと認め

られるとき。 

   イ 予定していたスケジュールから大幅な遅れが生じるとき又は生じる恐

れがあると発注者が認めたとき又は事業実施の目処が立たなくなったと

発注者が認めたとき。 

   ウ その他の事情により、本発注案件の遂行が困難であると発注者が認めた

とき。 

（３）提案書作成のため八潮市から入手した資料は、提案書等の作成以外の目的

で使用することはできない。 

（４）本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、必要に応じ

て市が別途定めるものとし、本プロポーザルに参加する者はそれに従うも

のとする。 

 

  



10 実施スケジュール 

募集要項の市ホームページへの掲

載の開始 
令和７年５月１２日（月） 

代替え調達に関する事前確認 
令和７年５月１３日（火）から 

令和７年５月２１日（水）まで 

質問の受付 
令和７年５月１３日（火）から 

令和７年５月２２日（木）まで 

ネットワークアセスメントの結果

の閲覧の希望連絡 

令和７年５月１３日（火）から 

令和７年５月２６日（月）まで 

の間の指定された日及び時間帯 

ネットワークアセスメントの結果

の閲覧 

令和７年５月１３日（火）から 

令和７年５月２７日（火）まで 

申請書類の受付 
令和７年５月１３日（火）から 

令和７年５月２８日（水）まで 

質問及び代替え調達に関する事前

確認への発注者の回答期日 
令和７年５月２７日（火） 

審査（書類・プレゼンテーション） 

令和７年６月４日（水）予定 

発表時間：30分程度（プレゼン20分以内、質問

回答10分以内） 

※詳細な時間等は別途個別に通知します。 

受注予定者の内定・契約締結 令和７年６月中旬 

 

11 問い合わせ先 

八潮市中央一丁目２番地１ 

  八潮市教育委員会 

  教育部 教育総務課 学校ＩＣＴ推進係（市役所本庁舎４階） 

  電  話 ０４８－９９６－２１１１（内線８７２） 

  ＦＡＸ  ０４８－９９８－０８２８ 

  メールアドレス gakko-ict＠city.yashio.lg.jp 


